
出産後に必要な手続き

お子さんが生まれたら、14日以内（生まれ
た日を入れる）に出生届を提出してくださ
い。

●提出先

中央窓口センター

※各地域の窓口センターでも受け付けて
います。

●必要なもの

① 出生証明書
（出生届の右半分が証明書になっています）

② 母子健康手帳

お子さんが生まれたら、なるべく早く健
康保険の加入手続きをしましょう。

保険医療課資格賦課担当

088-823-9360

問

産後には、いくつか必要な手続きがあり
ます。申請しないと支給されないものが
ありますのでなるべく早く手続しましょ
う。

お子さんが生まれたら、生まれた月に、ま
たは生まれた日の翌日から起算して15日
以内に申請が必要です。
※公務員の方は勤務先に申請
が必要です。

●支給額

３歳未満

３歳以上高校生年代まで

●受給資格

※外国人の方を含みます。
※以下のお子さんに対しては、支給対象と
なりません。
日本国内に住所を有しない子ども（留学
中を除く）
児童養護施設などに入所している子ども
や里親に委託されている子ども（施設設
置者や里親に対して支給されます。）

●窓口

子育て給付課 088-823-9447

子育て給付課 088-823-9447問

１万5千円

１万円

高知市国保以外の健康保険

に加入される方は、勤務先

またはお子さんの加入予定

の保険者（協会けんぽ・各

健康保険組合等）にお尋ね

ください。

18歳に達する日以後の最初の３月31日
までの間にあるお子さんを育てていて
高知市に住民登録している方

出生届の提出

児童手当

健康保険への加入

①申請者の個人番号確認書類

②申請者の本人確認書類

③申請者名義の預金口座番号（一人目の

子どものみ）

④申請者の加入保険の資格情報が確認で

きる書類等

出産したら

～必要な手続きや支援の概要～

088-823-9431

（第3子以降は3万円）

（第3子以降は3万円）

６

●高知市国保に加入される方は、出生届の
ときに、加入手続きをお願いします。

●申請に必要なもの

※各地域の窓口センターでも受け付けてい
ます。

※追加の書類が必要な場合があります。



出産したとき、１児につき

50万円
が、加入保険から支給されます。

ご家庭の医療費負担の軽減のため、中学3
年生までのお子さんの医療費（保険診療
の自己負担分）を

０円に

お子さんが健康保険に加入ができ次第、
申請できます。

●対象
高知市に住民登録があり、健康保険に加
入している中学３年生までのお子さん

●窓口
子育て給付課 088-823-9447

子育て給付課 088-823-9447問

子ども医療費助成

出産育児一時金

上記以外の場合

勤務先にお尋ねください。

高知市国保の場合

出産後に受ける検査等

高知県子育て支援課 088-823-9659問

高知県では、生まれつきの病気（20種類
を対象）をできるだけ早く見つけて適切な
治療につなげ、病気の発症を予防したり、
命を救うために、すべての赤ちゃんを対象
に、先天性代謝異常等新生児マススクリー
ニング検査をしています。

生後数日の赤ちゃんのかかとからごく少量
の血液を採取して検査します。

●時期
生後４～６日ごろ

●申し込み
出産した病院にある所定の申込書に
より申し込んでください。

●費用

※採血料及び精密検査が必要になったとき
はその検査費用が自己負担になります。

無料

新生児の1,000人のうち、1～２人は耳のき
こえに障害があると言われています。
赤ちゃんの言葉と心の成長には、早期発見
と適切な支援が重要です。

赤ちゃんが眠っている間に小さな音を聴か
せて、脳から出る微弱な反応波を検出し、
正常な波形と比較することにより判定を行
います。数分間で痛みや副作用もなく、安
全に検査できます。薬も使用しません。

●対象
出生時、出産した母親の住民票が高知
市にある新生児

●費用

無料
母子保健課 088-855-7795問

先天性代謝異常等の検査

新生児聴覚検査

７

※各地域の窓口センターでも受け付けてい
ます。

※各地域の窓口センターでも受け付けてい
ます。

① お子さんの個人番号確認書類

② お子さんの本人確認書類

③ お子さんの健康保険情報がわかるもの

●申請に必要なもの

※追加の書類が必要な場合があります。
※小中学生の場合、①②は不要です。

※産科医療補償制度に加入していない分娩
機関で出産した場合は48万8,000円です。

※直接支払制度が利用できる場合がありま
す。

●窓口

保険医療課給付担当 088-823-9359




